
マネックスメール 火曜日掲載コラム：総合商社の眼、これから世界はこう動く

2015年4月7日掲載 成長戦略からみる租税条約

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

（図表1）日本が租税条約未締結で、中国が租税条約を締結している国の代表例

出所：IMF、UNCTAD等資料を基に丸紅経済研究所作成


